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富山県告示第412号 

   富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用 

   料及び手数料についての一部改正について 

 富山県病院事業の設置等に関する条例の規定により知事が定める使用料及び手数 

料について（昭和51年富山県告示第 313号）の一部を次のように改正し、公表の日 

から施行する。 

  令和５年11月15日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 ４の表中 
 
「  緊急経口避妊薬   16,500円  」 

を 
 
「  ＮＩＰＴ（新型出生前診断）  180,000円  」 

に改める。 

                              （医 務 課）  

 
 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年11月15日 

水 曜 日 
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公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、入善町長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同 

条第３項の規定により公示する。 

  令和５年11月15日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 

  令和５年５月27日から令和５年９月25日まで 

３ 作業地域 

  入善町全域 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、北陸農政局水橋農地整備事業所長から次のとおり公共測量を修了した旨 

の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和５年11月15日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量(GNSS及びTSによる基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和４年５月27日から令和５年10月２日まで 

３ 作業地域 

  富山県富山市及び中新川郡上市町地内 
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公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局黒部河川事務所長から次のとおり公共測量を 

実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和５年11月15日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（航空レーザ測深） 

２ 作業期間 

  令和５年９月30日から令和６年２月28日まで 

３ 作業地域 

  黒部市及び入善町内 

 

 

随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県病院事業の財務に関す 

る規則（昭和42年富山県規則第15号）第81条において準用する富山県の物品等又は 

特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規 

定により次のとおり公示する。 

  令和５年11月15日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 

  超音波診断装置 ５式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県立中央病院経営管理課 富山市西長江二丁目２番78号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和５年10月16日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 
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  三菱HCキャピタル株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  26,294,400円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の２第１項第８号 
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